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○新ひだか町低入札価格調査制度取扱規程 

平成18年3月31日 

訓令第49号 

(趣旨) 

第1条 この要領は、町が競争入札に付する建設工事及び委託業務(以下「建設工事等」とい

う。)の請負契約において、新ひだか町財務規則(平成18年規則第30号。以下「規則」とい

う。)第131第1項(規則第137条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、

最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の取扱いに関し必要な事項を定めるもの

とする。 

(対象工事等) 

第2条 規則第131条第1項の規定を適用することができる建設工事等(以下「対象工事等」

という。)は、競争入札に付する建設工事等で、原則として予定価格が規則別表第4に規定

する金額を超える建設工事等とする。ただし、予定価格が同表に規定する金額以下の建設

工事等であっても、町長が当該制度の適用を必要と認めた場合は、この限りでない。 

(調査基準価格の設定) 

第3条 契約担当者は、対象工事等の競争入札を行う場合には、調査基準価格を設定するも

のとし、その額は、次の各号に掲げる建設工事等の区分に応じ当該各号に定める額に100

分の105を乗じて得た額とする。 

(1) 建設工事 アからウまでに定める額の合計額(その額に1万円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額)。ただし、その額が予定価格に105分の100を乗じて得た額に

10分の8.5を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた

額)を超える場合にあっては当該10分の8.5を乗じて得た額とし、予定価格に105分の

100を乗じて得た額に3分の2を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数があるときは、

これを切り捨てた額)に満たない場合にあっては当該3分の2を乗じて得た額とする。 

ア 直接工事費の額(当該工事が建築工事である場合にあっては、直接工事費の額から

当該額に次項に定める下請経費率を乗じて得た額を控除して得た額) 

イ 共通仮設費の額 

ウ 現場管理費相当額(当該工事が建築工事である場合にあっては、当額に直接工事費

の額に次項に定める下請経費率を乗じて得た額を加えた額)に5分の1を乗じて得た額 

(2) 委託業務 予定価格に105分の100を乗じて得た額に3分の2を乗じて得た額(その額

に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) 
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2 前項第1号に規定する下請経費率とは、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める率とする。 

(1) 建築工事 6.6％ 

(2) 建築工事に係る電気工事 3.1％ 

(3) 建築工事に係る管工事 3.8％ 

(4) 建築物の解体工事 4.6％ 

3 前項の下請経費率を適用する場合において、当該工事が複数の工種を含むものである場

合にあっては、それぞれ工種ごとに下請経費率を適用して算出した額の合計額を基礎とし

て、第1項の規定による調査基準価格を設定するものとする。 

(予定価格調書の作成) 

第4条 契約担当者は、前条の規定により調査基準価格を設定した場合には、当該調査基準

価格を記載した予定価格調書(別記様式第1号)を作成するものとする。 

(競争入札参加者への周知) 

第5条 契約担当者は、対象工事等の競争入札参加者に対し、指名通知書及び入札執行の際

に次の各号に掲げる事項を周知するものとする。 

(1) 低入札価格調査制度に基づき調査基準価格を設定していること。 

(2) 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の入札終了の方法及び結果の通知方法 

(3) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低入札者であっても必ずしも落札者

とならない場合があること。 

(4) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、入札価格の積算内訳書を提出するとと

もに、事後の調査に協力すべきこと。 

(入札の執行) 

第6条 入札執行者は、入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札

者に対して「保留」を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げるものとする。 

(低入札価格調査委員会の設置) 

第7条 入札執行者は、前条の規定により落札者の決定を保留とした場合は、発注主管部に

低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置するものとする。 

2 調査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 

3 委員長は、建設工事等起工担当部長をもってあてる。 

4 委員は、建設工事等起工担当課長、建設工事等担当技術長、契約管財課長及び委員長の

指名する職員をもってあてる。 
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(低入札価格調査の実施) 

第8条 調査委員会は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者のうち、その価格が最

も低い者(以下「最低価格入札者」という。)について調査する場合は、入札価格の積算内

訳書を提出させるほか、必要に応じて次の各号に掲げる建設工事等の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める事項についての事情聴取及び関係機関への照会等を行うものとする。 

(1) 建設工事 

ア 当該価格で入札した理由 

イ 積算内訳書の内容 

ウ 手持ち建設工事の状況 

エ 契約対象建設工事箇所と事務所、倉庫等との関連 

オ 手持ち資材の状況 

カ 資材の購入先及び購入先との関係 

キ 手持ち機械数の状況 

ク 労務者の具体的な供給見通し 

ケ 過去に施工した公共建設工事の状況 

コ 経営の状況 

サ アからコまでに定めるもののほか、必要な事項 

(2) 委託業務 

ア 当該価格で入札した理由 

イ 手持ち委託業務の状況 

ウ 技術計算等専用専門業に委託業務を外注する場合の内容 

エ 従事する技術者の状況 

オ 過去に受託した公共建設工事に係る委託業務の内容 

カ 経営の状況 

キ アからカまでに定めるもののほか、必要な事項 

(落札者の決定等) 

第9条 契約担当者は、前条の調査の結果、最低価格入札者の入札価格により当該契約の内

容に適合した履行がされると町長が認めたときは、当該最低価格入札者を落札者とし、入

札結果通知書(別記様式第2号)により当該落札者及び他の入札者に通知するものとする。 

2 契約担当者は、前条の調査の結果、最低価格入札者の入札価格により当該契約の内容に

適合した履行がされないおそれがあると町長が認めたときは、予定価格以下の価格をもっ
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て入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者(以下「次順位者」という。)を

落札者と決定する。ただし、次順位者の入札価格が調査基準価格を下回る価格であった場

合は、当該次順位者について前条の調査を行い判断するものとする。 

3 前項ただし書により、次順位者の調査を行う場合にあっては、当該次順位者を最低価格

入札者として、前2項の規定を適用するものとし、落札者が決定するまで、又は次順位者

がいなくなるまで調査を行うものとする。 

4 契約担当者は、第2項の規定により次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札

者、次順位者及び他の入札者に対して入札結果通知書(別記様式第2号)により通知するも

のとする。 

5 契約担当者は、前条の調査の結果、落札者がいないときは、全入札者に対して入札不調

通知書(別記様式第3号)により通知するものとし、当該契約に係る入札については再度公

告入札を行うことができるものとする。 

(雑則) 

第10条 この訓令に定めるもののほか、低入札価格調査制度に関し必要な事項は、町長が

別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。 

(経過措置) 

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の低入札価格調査制度取扱規程(平成13年静

内町訓令第6号)及び低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の事務手続(平成7年三石

町制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規

定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。 


